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条    例 

 

那覇市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例（生活衛生課） 

那覇市条例第45号  

平成30年５月15日  

公   布   済  

 

 

那覇市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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告    示 

 

市道路線の区域決定及び供用開始に関する告示（道路管理課） 

那覇市告示第 91 号  

平成 30 年５月２日  

掲 示 済  

 

 

市道路線の区域決定及び供用開始に関する告示 

 

 

道路法（昭和 27年法第 180号）第 18条の規定に基づき、本告示の日をもって市

道路線を次のように区域決定及び供用開始する。 

その関係図面は、告示の日から２週間、那覇市都市みらい部道路管理課において、

一般の縦覧に供する。 

 

 

                         那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１．区域決定及び供用開始する路線 

 

整理番号 路 線 名 
区  間 

終  点 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 
備 考 

2380 三原識名線 
三原１丁目284番２号 

～字識名1053番４号 
2,707.8 

4.3 

～ 

27.1 

一部区間 

2381 識名28号 
字上間167番 

～字識名1099番３号 
476.1 

4.4 

～ 

8.0 

一部区間 

2382 識名29号 
字識名1096番１号 

～字識名1215番２号 
249.8 

4.1 

～ 

7.0 

一部区間 
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平成 30 年度市政功労者の表彰について（秘書広報課） 

那覇市告示第 105 号  

平成 30 年５月 20 日  

掲 示 済  

 

平成 30年度市政功労者の表彰について 

 

平成 30 年度那覇市政功労者の表彰について那覇市政功労者表彰条例第２条第１

項の規定に基づき、次の者を那覇市政功労者として表彰したので、同条例第５条第

２項の規定により公示する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

登録番号 441号 

氏   名  小笠原
おがさわら

 文子
ふ み こ

（75歳）   

功績概要  昭和 63年より30年の長きにわたり民生委員児童委員を務め地域福祉

の推進に尽力。その間、那覇市民生委員児童委員連合会の副会長、沖縄

県民生委員児童委員協議会理事を歴任し、組織の運営へ尽力するととも

に本市の地域福祉の推進に貢献。 

 

登録番号 442号 

氏   名  岸本
きしもと

 忠
ちゅう

三郎
ざぶろう

（86歳） 

功績概要  昭和 47年６月より５期 18年余にわたり、那覇市選出の県議会議員と

して沖縄県の振興発展に尽力。その間、経済労働渉外委員長、土木委員

会委員、経済労働委員会委員、総務企画委員会委員等を歴任し、県議会

の立場から本市の発展に貢献。 

 

登録番号 443号 

氏   名  瀬
せ

長
なが

 清
きよし

（70歳） 

功績概要  平成 16 年 11 月から、４期 12 年余にわたり那覇市議会議員として務

める。その間、議会運営委員会委員長、建設常任委員会委員長等の要職

を務め、本市が抱える重要課題の解決と円滑な議会運営に尽力し、議会

の立場から本市の発展に貢献。 

 

登録番号 444号 

氏   名  髙
たか

良
ら

 正幸
まさゆき

（69歳） 

功績概要  平成 17年８月から３期 12年にわたり那覇市議会議員として務める。 
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その間、教育福祉常任委員会委員長、厚生経済常任委員会委員長、観光

と地域活性化に関する調査特別委員会委員長等の要職を務め、議会の立

場から本市の発展に貢献。 

 

登録番号 445号 

氏   名  玉城
たまぐすく

 秀子
ひ で こ

（76歳） 

功績概要  玉城流玉扇会の実演家、指導者として活躍し、平成 21 年には、国指

定重要無形文化財「琉球舞踊」保持者として認定を受ける。那覇市文化

協会の副会長、顧問、沖縄芸能連盟会会長等の要職を歴任し、本市の伝

統芸能の振興に貢献。 

 

登録番号 446号 

氏   名  知念
ち ね ん

 博
ひろし

（64歳） 

功績概要  平成９年８月から、４期16年にわたり那覇市議会議員として務める。

その間、厚生経済常任委員会委員長、予算決算常任委員会委員長、監査

委員等の要職を務め、重要課題の解決と行財政の健全な運営に尽力し、

議会の立場から本市の発展に貢献。 

 

登録番号 447号 

氏   名  中村
なかむら

 哲雄
て つ お

（79歳） 

功績概要  昭和 57年から 35年間にわたり、那覇市心理専門員として本市の障が

い児教育の充実に尽力。教育的観点から保育士や保護者に対し、児童の

特性にあった療育の助言・指導を行い、本市の保育者の資質の向上や障

がい児教育の充実に貢献。 

 

登録番号 448号 

氏   名  比嘉
ひ が

 晃
あきら

（71歳） 

功績概要  第１回那覇大綱挽から 47 年間にわたり旗持や頭貫棒責任者、綱方、

実行委員長等を務め、那覇大綱挽保存会の副会長として活躍。本市の伝

統行事である大綱挽の保存、継承に努めるとともに、後輩の指導育成に

尽力し、本市の観光振興に貢献。 

 

登録番号 449号 

氏   名  與
よ

儀
ぎ

 實津夫
み つ お

（76歳） 

功績概要  平成 14年から 10年間那覇市立病院院長を務め、その間初代病院事業

管理者、初代地方独立行政法人病院理事長を歴任。市民の健康保持・増

進に努め、保健衛生行政の推進に寄与し、本市及び地域の中核的病院と

しての那覇市立病院の発展に貢献。 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の指定について（保護管理課） 

那覇市告示第 123 号  

平成 30 年６月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の指定について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 49条及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定医療機関として、次のとおり

指定した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名  称 開 設 者 
指定年月日 

所 在 地 

はるはな薬局 株式会社 あいわ 
平成 30年４月１日 

那覇市字安里 395番地２ 

かいせいクリニック 山城 剛 
平成 30年４月１日 

那覇市宮城１丁目 18番１号 エスタジオ小禄３階 

すこやか薬局 みやぐすく店 株式会社 薬正堂 
平成 30年４月１日 

那覇市宮城１丁目 18番１号 B１Ｆ 

ひまわりクリニック 尾野 敏郎 
平成 30年４月１日 

那覇市泉崎２丁目８番 18号 

コモエスタ訪問看護ステーション 株式会社ゆい沖縄 
平成 30年４月１日 

那覇市首里石嶺町４丁目 433番地 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の変更について（保護管理課） 

那覇市告示第 124 号  

平成 30 年６月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の変更について 

 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 50条の２及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定医療機関より、次のとおり

変更の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 

変更年月日 

変更事項 変 更 後（ 変 更 前 ） 

小禄訪問看護ステーション 

平成 30年４月１日 

名称 
小禄訪問看護ステーション 

（小禄老人訪問看護ステーション） 

くくる薬局 

平成 30年４月１日 

名称 
くくる薬局 

（くがに薬局 おもろまち店） 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 125 号  

平成 30 年６月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の廃止について 

 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 50条の２及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定医療機関より、次のとおり

廃止の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 開設者 
廃止年月日 

所 在 地 

ぴぃぷる第２薬局 琉球クオール株式会社 

平成 30年５月１日 

那覇市小禄１丁目１番 45号 

ＪＲＪ薬局那覇店 
ジャパンローヤルゼリー 

株式会社 
平成 30年３月 31日 

那覇市久茂地２丁目３番 10号 

RBC・QABメディアセンタービル１階 

かいクリニック 医療法人上泉会 

平成 30年４月１日 

那覇市泉崎２丁目８番 18号 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の変更について（保護管理課） 

那覇市告示第 126 号  

平成 30 年６月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関

の変更について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項に

おいて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の

規定による指定介護機関より、次のとおり変更の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 

変更年月日 
変更事項 

変  更  後 

( 変 更 前 ) 

小禄訪問看護ステーション 

平成 30年４月１日 

名称 
小禄訪問看護ステーション 

（小禄老人訪問看護ステーション） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７１７号   2018（平成30）年６月１日 

 606 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の休止について（保護管理課） 

那覇市告示第 127 号  

平成 30 年６月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関

の休止について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項に

おいて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の

規定による指定介護機関より、次のとおり休止の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 

（休止する事業の種類） 休止年月日 

  所 在 地 

医療法人陽心会 メディカルプラザ大道中央 

（訪問看護、介護予防訪問看護） 
平成 30年４月１日 

那覇市字大道 123番地 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 128 号  

平成 30 年６月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関

の廃止について 

 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項にお

いて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の規

定による指定介護機関より、次のとおり廃止の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 

（廃止する事業の種類） 
廃止年月日 

所 在 地 

ぴぃぷる第２薬局 

（居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導） 
平成 30年５月１日 

那覇市小禄１丁目１番 45号 

ＪＲＪ薬局那覇店 

（居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導） 
平成 30年３月 31日 

那覇市久茂地２丁目３番 10号 

RBC・QABメディアセンタービル１階 
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公    告 

 

首里石嶺町４丁目分譲地建築協定の認可及び縦覧について（建築指導

課） 

那覇市公告第 56 号  

平成 30 年５月２日  

掲 示 済  

 

 

首里石嶺町４丁目分譲地建築協定の認可及び縦覧について 

 

建築基準法第 73 条第１項の規定により下記の建築協定を認可したので、同条第

２項の規定により公告する。 

また、同条第３項の規定によりその建築協定書を一般の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

１ 認可番号       第１号 

２ 認可年月日      平成 30年５月２日 

３ 建築協定の名称    首里石嶺町４丁目分譲地建築協定 

４ 建築協定の地名地番  那覇市首里石嶺町４丁目 281番１、２、５（一部）、

８、25、45、283番１、284番３（一部）、４、 

５（一部）、468番２ 

５ 縦覧場所       那覇市 まちなみ共創部 建築指導課 

那覇市泉崎１－１－１ 那覇市役所９階 

 

那覇市基幹系システム導入及び運用・保守業務に関する提案依頼につ

いて（情報政策課） 

那覇市公告第 77 号  

平成 30 年５月 22 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市基幹系システム導入及び運用・保守業務に関する提案依頼について 

 

那覇市基幹系システム導入及び運用・保守業務についての提案依頼を実施するの

で、次のとおり公告する。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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１ 件 名 那覇市基幹系システム導入及び運用・保守業務に関する提案依頼 

２ 依頼内容 提案書、機能証明書、見積書等の提出 

３ 説明会   平成 30年５月 29日（火）午後２時から午後３時まで 

那覇市泉崎１丁目１番１号 １階（市民会議室） 

４ 提出期限  ①参加表明書等 平成 30年６月４日（月）午後５時まで 

②提案書等   平成 30年７月４日（水）午後５時まで 

５ 問合せ先  那覇市 企画財務部 情報政策課  

 担当：比嘉(建)、比嘉(義)、臼井、屋良 

 TEL:098-861-0350  FAX:098-862-0619 

E-Mail：M-JYOHO001@city.naha.lg.jp 

６ 詳細内容 仕様書や提出資料等の詳細につきましては、那覇市公式ホームペ

ージをご確認ください。 

URL：http://www.city.naha.okinawa.jp/ 

 

 

個人情報業務届出書の公表について（市民生活安全課） 

 

那覇市公告第 78 号  

平成 30 年５月 22 日  

掲 示 済  

 

 

個人情報業務届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第７条第５項及び同施行規則第２条第２項の規定に基づ

き、個人情報業務届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:M-JYOHO001@city.naha.lg.jp
http://www.city.naha.okinawa.jp/
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保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について(市民生活安全

課) 

那覇市公告第 79 号  

平成 30 年５月 22 日  

掲 示 済  

 

 

保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第９条第４項及び那覇市個人情報保護条例施行規則第８

条の２第２項で準用する同規則第２条第２項の規定に基づき、保有個人情報目的外

利用・提供届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７１７号   2018（平成30）年６月１日 

 613 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７１７号   2018（平成30）年６月１日 

 614 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７１７号   2018（平成30）年６月１日 

 615 

 

開発行為に関する工事の完了について（建築指導課） 

那覇市公告第 92 号  

平成 30 年６月１日  

 

 

開発行為に関する工事の完了について 

 

都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 36条第２項の規定により、次の開発行

為に関する工事が完了したので、検査済証を交付した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 開発許可年月日、番号及び指令番号  平成 30年４月 19日 第 H28-08-02号  

那覇市指令ま建指第 620号 

２ 開発区域に含まれる地域の名称    那覇市字仲井真 376番１、377番地  

３ 公共施設              なし 

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  那覇市松山二丁目 13番１号 

有限会社 富士家 代表取締役 仲本隆  

５ 検査済証番号            平成 30年５月２日 那ま建指第 65号 

６ 工事完了年月日           平成 30年４月 19日 

 

 

上下水道局告示 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 

那覇市上下水道局告示第５号  

平 成 3 0 年 ５ 月 ８ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第 10条第１項第２号の規定に 

基づき、別紙のとおり告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  
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     那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者名簿追加  

登録 
事 業 者 事 業 所 の 所 在 地 代 表 者 指定年月日 

番号 

36 
沖縄パナソニック 

特機株式会社 
那覇市西２丁目 15番１号 木村 隆夫 

  平成30年 

  ５月８日 

 

 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

那覇市上下水道局告示第６号  

平 成 3 0 年 ５ 月 1 5 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

 

那覇市排水設備指定工事店規程第 10 条第４号に基づき、次のとおり異動がある

ので告示する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  

 

 

指定（登録）番号  第 252 号 

      指定工事店名    有限会社スイケン 

      営業所所在地    沖縄県那覇市字国場 1161番地４－201号 

代表者氏名     眞座 孝浩 

有効期間      自 平成27年４月１日 

                至 平成32年３月31日 

      異動年月日     平成 30年４月 17日 

      異動事由      営業所所在地の変更 
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那覇市排水設備指定工事店の異動について 

那覇市上下水道局告示第７号  

平 成 3 0 年 ５ 月 1 5 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

 

那覇市排水設備指定工事店規程第 10 条第４号に基づき、次のとおり異動がある

ので告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  

 

 

      指定（登録）番号  第 197 号 

      指定工事店名    沖縄ガスリビング株式会社 

      営業所所在地    沖縄県那覇市西三丁目 13番２号 

代表者氏名     島 紀彦 

有効期間      自 平成28年４月１日 

                至 平成33年３月31日 

      異動年月日     平成 30年４月 25日 

      異動事由      代表者の変更 

 

 

 

正    誤 

那覇市公報第 1711 号の正誤 

 

○那覇市公報第1711号の正誤 

 2018(平成 30)年３月１日付け那覇市公報第 1711号に登載された消防局訓令第５

号について、次のとおり訂正する。 
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１ ページ1517 

訂正箇所 上から24行目  

訂正内容 

訂正前 訂正後 

5 消防局長又は署長は前4項より申請

があった場合、第69条に基づく査察を

行い、第74条に掲げる検査事項が消防

法令に適合していることを確認し、旅

館、ホテル、風俗等の事業所には消防

法令適合通知書(第22号様式)、住宅宿

泊事業所には第22号の2様式を交付す

るものとする。 

5 消防局長又は署長は前各項より申請

があった場合、第69条に基づく査察を

行い、第74条に掲げる検査事項が消防

法令に適合していることを確認し、旅

館、ホテル、風俗等の事業所には消防

法令適合通知書(第22号様式)、住宅宿

泊事業所には第22号の2様式を交付す

るものとする。 

 

２ ページ1520 

 [改正後 別記] 第19号様式（第55条関係） 

訂正箇所 上から５行目 

訂正内容 

訂正前 訂正後 

那覇市消防局長（署長）宛 

 

那覇市消防局長（署長）宛 

 

３ ページ1524 

 [改正前 別記] 第21号様式（第55条関係） 

訂正箇所 
訂正内容 

訂正前 訂正後 

上から 

４行目 
那消 第     号 那消予第     号 

上から 

８行目 

下記の旅館又はホテルに 

ついては 

下記の旅館又はホテルに 

ついては 

 

４ ページ1525 

 [改正後 別記] 第21号様式（第55条関係） 

訂正箇所 
訂正内容 

訂正前 訂正後 

上から 

４行目 
那消予第     号 那消 第     号 

上から 

７行目 
那覇市消防局長（署長） 印 那覇市消防局長（署長） 印 

上から 

８行目 

下記の旅館又はホテルについ

ては 
下記の旅館等については 
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訂正箇所 上から30行目及び31行目 

 

[訂正前] 

 ５ 備考 

  

 備考 この用紙の大きさは日本工業規格Ａ４とすること。 

 

[訂正後] 

 ５ 備考 

  

 備考 この用紙の大きさは日本工業規格Ａ４とすること。 
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